
【名古屋国税局】

電話等の事前予約の
受付開始⽇

岐⾩北 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
岐⾩南 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉18⽇ (⽔ )
⼤垣 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
⾼⼭ 令和8年3⽉17⽇ (⽕ ) 令和 8年 3 ⽉ 2 ⽇ ( ⽉ )
多治⾒ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
関 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉23⽇ (⽉ )

中津川 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉26⽇ (⽊ )
静岡 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
清⽔ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉23⽇ (⽉ )
浜松⻄ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
浜松東 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
沼津 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
熱海 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
三島 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
島⽥ 令和8年3⽉17⽇ (⽕ ) 令和 8年 3 ⽉ 2 ⽇ ( ⽉ )
富⼠ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
磐⽥ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉23⽇ (⽉ )
掛川 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
藤枝 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
下⽥ 令和8年3⽉17⽇ (⽕ ) 令和 8年 3 ⽉ 9 ⽇ ( ⽉ )
千種 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )

名古屋東 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
名古屋北 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉23⽇ (⽉ )
名古屋⻄ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉25⽇ (⽔ )
名古屋中村 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉23⽇ (⽉ )
名古屋中 令和8年3⽉17⽇ (⽕ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
昭和 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ )
熱⽥ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
中川 令和8年3⽉17⽇ (⽕ ) 令和 8年 3 ⽉ 9 ⽇ ( ⽉ )
豊橋 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉19⽇ (⽊ )
岡崎 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
⼀宮 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉23⽇ (⽉ )

尾張瀬⼾ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉23⽇ (⽉ )
半⽥ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉23⽇ (⽉ )
津島 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉23⽇ (⽉ )
刈⾕ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉18⽇ (⽔ )
豊⽥ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
⻄尾 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ )
⼩牧 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉24⽇ (⽕ )
新城 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ )
津 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉24⽇ (⽕ )

四⽇市 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
伊勢 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
松阪 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
桑名 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )
上野 令和8年3⽉17⽇ (⽕ ) 令和 8年 3 ⽉ 3 ⽇ ( ⽕ )
鈴⿅ 令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇ ( ⽔ ) 令和8年3⽉17⽇ (⽕ )

三重県

愛知県

都道府県 税務署名
事前予約による

申告相談体制への移⾏⽇（※）

岐⾩県

静岡県
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都道府県 税務署名
事前予約による

申告相談体制への移⾏⽇（※）

三重県 尾鷲 令和8年3⽉17⽇ (⽕ ) 令和8年3⽉12⽇ (⽊ )

※ 譲渡所得（⼟地等の売却）や贈与税は、上記⽇程にかかわらず、３⽉17⽇(⽕）から「電話等の事前予約による申告相談
体制へ移⾏」します。ご相談を希望される⽅は、直接、管轄税務署の資産課税部⾨へ電話の上、事前予約をお願いします。


